
■公契約条例とは

■公契約条例の基本方針

■公契約条例のイメージ

   

※受注者等を通じて行います。

問い合わせ先：瀬戸市行政管理部行政課契約検査係　０５６１－８８－２５６０

～労働者等の適正な労働条件や労働環境の確保に向けて～

瀬戸市公契約条例を施行します

　瀬戸市では、令和３年１０月１日から「瀬戸市公契約条例」を施行します。
　この条例は、公契約に関する基本方針を定め、市と受注者等の責務を明らかにすることによ
り、労働者等の適正な労働条件や労働環境の確保、公共事業や公共サービスの品質の向上を図る
ことで、地域経済の健全な発展と市民が豊かに安心して暮らすことができる地域社会の実現を目
的とするものです。

１　入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底し、
　適正化を図ること。
２　予定価格の算出、相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務を適切に行うこと。
３　労働者等の適正な労働環境及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
４　地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。

公契約条例
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■市と受注者等の責務

■適正な労働条件の確保

※１　適用範囲は、入札公告や指名通知などでお知らせします。

※２　長期継続契約等契約期間が１年を超える契約の場合は、１年分に換算した額で判定します。

(1)　入札等への参加

(2)　契約の締結

(3)　労働条件報告書の提出等

(4)　労働者への周知

※　詳しくは、市ホームページ「ビジネス・産業」→「入札・契約・検査」→「公契約条例」をご覧ください。

　市は、次の特定公契約について、受注者等に対して、労働条件報告書の提出や特定公契約であ
ることを明示する看板の掲示等を義務付けます。

問い合わせ先：瀬戸市行政管理部行政課契約検査係　０５６１－８８－２５６０

発注者（瀬戸市） 受注者等（受注者・下請負者・労働者等）

区分 適用範囲※

工事請負契約 予定価格が５，０００万円（税込）以上のもの

業務委託契約
予定価格が１，０００万円（税込）以上の市庁舎の清掃業務、市
庁舎の電話交換・受付業務、給食調理業務

・市は、公契約に係る施策を総合的に推進します。
・受注者等は、関係法令を遵守し、適正な労働条件の確保に努めるとともに、労働者等と対等な
　労使関係を構築するよう努めなければなりません。

・入札公告・指名通知

（特定公契約であることを明示）

・契約書に適正な労働条件の確保に関する特約条項を添付

①速やかに労働条件報告書を作成、提出

②業務の一部を第三者に請負・再委託し

たときは、下請負者に労働条件報告書

を作成させ、受注者が取りまとめ提出

⑤労働条件改善報告書を作成、提出

③必要があると認める場合、聴取り調査

等を実施

④関係機関と協議し、労働条件の改善が

必要と判断したときは、改善を通知

・労働者等が見やすい場所に看板を掲示

・困難な場合は、チラシ等を配布

・特定公契約に該当することを明示する

看板を受注者に貸与


